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みなし小売電気事業者による再エネ業務管理システムの不正閲覧事案について

⚫ 再エネ特措法に基づく制度を運営する上で必要な手続を実施し、認定情報等を一元的に管理
するため、再エネ業務管理システムを構築。各事業者等に対し、当該事業者等が再エネ特措法
に基づき行う業務に必要な範囲内の情報閲覧を許容している。2017年の法改正により送配電
買取となったことから2018年8月から各一般送配電事業者には供給区域内の認定設備情報の
み閲覧できる権限を付与。同時に、再エネ特措法により、一般送配電事業者に対し、当該FIT
制度に関する業務で得た情報の目的外利用を禁止。

⚫ 経済産業省としては、各社に対する報告徴収の結果を踏まえ、必要な措置を検討していくととも
に、一般送配電事業者の情報管理のあり方や再エネ業務管理システムの運用のあり方について
も、十分に検証をし、再発防止を徹底する。

【今回の事案概要】

２月3日（金） ：東京電力パワーグリッド㈱（以下「東電PG」）から、同社に対し付与していた再エネ業務管理システムのアカ
ウントを、東京電力エナジーパートナー㈱（以下「東電EP」）の一部社員が利用し、認定事業者の情報
の一部を閲覧していたおそれがあるとの連絡が資源エネルギー庁に対してあり、当該事案が判明。

2月6日（月） ：更なる情報漏えい防止のため、全ての一般送配電事業者向けアカウントの利用を直ちに停止。

2月10日（金）：東電PG、東電EP及び他の全ての一般送配電事業者に対して、再エネ特措法第52条第１項に基づく
報告徴収を実施。

2月16日（木）：同日までに、全ての一般送配電事業者・みなし小売電気事業者で同様の事案が発生したことが判明。
各社（みなし小売含む。）に対して事案の詳細を調査するため、更なる報告徴収を実施。

2月24日（金）：同日までに全ての報告徴収に対する回答が接到。
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（参考）報告徴収に関する経済産業省プレスリリース①（抜粋・下線追記）

九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、中部電力ミライズ株式会社及び中部電力パワーグリッド
株式会社に対して再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく報告を求めました
（2023年２月14日）

2月13日（月曜日）に、九州電力から、九州電力送配電に対し付与していた再エネ業務管理システムのアカウントを、
九州電力の一部社員が利用し、認定事業者の情報の一部を閲覧していたおそれがあるとの連絡がありました。
また、2月14日（火曜日）に、中部電力ミライズから、中部電力PGに対し付与していた再エネ業務管理システムのア
カウントを、中部電力ミライズの一部社員が利用し、認定事業者の情報の一部を閲覧していたおそれがあるとの連絡
がありました。
実態把握のため、本日、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条第1項の規定に基づき、中部
電力ミライズ及び九州電力に対して報告するよう求めるとともに、中部電力パワーグリッド及び九州電力送配電に対
して、2月10日（金曜日）に報告を求めていた（※3）事項に加え、本件に関する詳細な経緯等について追加的な報告
を求めました。
当省としては、報告を踏まえた実態把握を進めるとともに、今後、このような事態が生じないよう、再発防止を徹底
してまいります。

（2023年２月14日付 経済産業省プレスリリースから作成 https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230214006/20230214006.html ）

東京電力パワーグリッド株式会社及び東京電力エナジーパートナー株式会社、その他全ての一般送配電
事業者に対して再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく報告を求めました
（2023年２月10日）

経済産業省が、一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社（以下「東電PG」）に付与していた「再エ
ネ業務管理システム」のアカウントを、東京電力エナジーパートナー株式会社（以下「東電EP」）の一部の社員が使
用し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定事業者の情報の一部が閲覧していたおそれが
ある事案がありました。本件について、個人情報漏えいのおそれがあることが判明したことから、本日、東電PG及び
東電EPに対し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条第1項の規定に基づく報告を求める
とともに、同様の事案がないかについて、その他全ての一般送配電事業者に対して報告を求めました。

（2023年２月10日付 経済産業省プレスリリースから作成 https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210003/20230210003.html）
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（参考）報告徴収に関する経済産業省プレスリリース②（抜粋・下線追記）

みなし小売電気事業者6社、一般送配電事業者6社及び沖縄電力に対して再生可能エネルギー電気の利
用の促進に関する特別措置法に基づく報告を求めました（2023年２月16日）

2月15日（水曜日）に、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社及び四国電力
株式会社それぞれから、また、2月16日（木曜日）に、中国電力株式会社及び沖縄電力株式会社から、各一般送配電事
業者（沖縄電力については送配電部門）に対し付与していた再エネ業務管理システムのアカウントを、上記みなし小
売電気事業者6社及び沖縄電力（小売部門）の各社の一部社員が利用し、認定事業者の情報の一部を閲覧していたおそ
れがあるとの連絡がありました。
実態把握のため、本日、再エネ特措法第52条第1項の規定に基づき、みなし小売電気事業者6社に対して報告するよう
求めるとともに、一般送配電事業者6社及び沖縄電力株式会社に対して、2月10日（金曜日）に報告を求めていた事項
に加え、本件に関する詳細な経緯等について追加的な報告を求めました。
当省としては、報告を踏まえた実態把握を進めるとともに、今後、このような事態が生じないよう、再発防止を徹底
してまいります。

（2023年２月16日付 経済産業省プレスリリースから作成 https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230216001/20230216001.html ）
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（参考）報告徴収に関する電力会社プレスリリース（例）
【 2023年2月17日付東京電力パワーグリッド株式会社プレスリリースの概要】

✓ 東京電力パワーグリッド株式会社（以下「東電PG」）は、2月2日、再エネ業務管理システムの同社専用IDおよびパスワード
（以下「ID等」）を、東京電力エナジーパートナー株式会社（以下、「東電EP」）の一部社員に提供していたことを確認。関
係者へのヒアリングやアンケート、当該システムへのアクセスログ解析等の調査を実施した結果、本事案の他に、東電PG社員および
東電PG100％子会社であるテプコ・ソリューション・アドバンス株式会社社員において、第三者へのID等の提供を新たに確認。

✓ 東電PGにて把握した事案：
• 東電EPによる非課税事業者の確認を目的にID等を提供した事案
• 東電EP側の交付金申請エラーの確認を目的にID等を提供した事案

【 2023年2月21日付中部電力ミライズ株式会社プレスリリースの概要】
✓ 中部電力ミライズ株式会社は、今回の調査において、発電者との契約開始や契約内容の変更があった際に、同社

への申込内容と国の認定情報との相違点の有無を確認することや、国からFIT制度の交付金申請が不受理となった
との連絡があった場合の原因の究明、発電者からの問い合わせ対応のために、中部電力パワーグリッド株式会社
の保有するID・パスワードを用いて、再エネ業務管理システムを閲覧、情報を使用していたことを確認。

✓ これまでの調査において、他の小売事業者が契約する発電設備の認定情報を使用した事実は確認されていない。

※各社プレスリリース資料から抜粋
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（参考）電力ガス取引監視等委員会における議論

（第82回制度設計専門会合（2023年2月20日） 資料３ 抜粋（65頁））
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（参考）電力ガス取引監視等委員会における議論
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（参考）一般送配電事業者の禁止行為（目的外利用の禁止）

⚫ 再エネ特措法上、一般送配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づく供給に関して
知り得た認定事業者等に関する情報を、当該供給に係る業務などの業務の用に供する目的以
外のために利用、提供することは禁じられている（第19条第1項第1号）。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号） （抄）

（禁止行為等）
第十九条 一般送配電事業者及び配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気
の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小
売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給（電気事業法第二条
第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。）又は電力量調整供給（同条第一項第七号に
規定する電力量調整供給をいう。）の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。

二 （略）
２・３ （略）


